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は じ め に 

 

 後期高齢者医療制度は、高齢者の医療費を国民全体で公平に支え

るために平成２０年４月に創設された。それから１８年近くが経過

し、本格的な「少子高齢化・人口減少時代」を迎える中、社会保障

制度を持続可能なものにするために様々な改正が行われている。ま

た、物価や賃金の上昇など、日本経済が新たなステージに移行しつ

つあるなど、当制度を取り巻く環境は大きく変化しており、保険料

率改定に多大なる影響を与えることとなる。 

当懇話会では、令和８・９年度の保険料率改定に関し、当事者で

ある被保険者の代表や医療提供者、保険者など様々な立場から、３

回にわたり議論を重ねてきた。 

この提言は、その結果を集約したものであり、これを踏まえ、保

険料率の改定や制度運営を適切に行っていただきたい。 
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我が国の医療費は高齢化の進展や医療の高度化を背景に増加傾

向にある。埼玉県後期高齢者医療広域連合においても、被保険者

一人当たりの医療費は令和元年度まで対前年度比平均０．５％の

伸びで微増し、コロナ禍である令和２年度は受診控えの影響から

一時的に５%近く下落したものの、その後は２%前後の伸びで増

加し、令和６年度は８７３，６２８円と過去最高額となった。こ

の増加傾向は今後も続いていくものと見込まれ、かつ、令和８年

度診療報酬改定が１２年ぶりにプラスとなる中でいかにして医療

費の増加を抑えるとともに被保険者の保険料負担を抑制させてい

くかが重要な課題であると言える。 

他方、後期高齢者の医療給付費の約４割は現役世代の支援金に

支えられており、少子高齢化が進展する中で、現役世代の負担が

加速度的に増加していることが問題視されてきた。こうした現状

を背景に、給付は高齢者中心、負担は現役世代中心となっている

これまでの社会保障の構造を見直し、年齢に関わりなく全ての世

代が負担能力に応じて公平に支え合い、社会保障制度を持続可能

なものとするため、国の有識者会議である全世代型社会保障構築

会議が設置された。この会議において議論が重ねられた結果、実

現に向けて取り組むべき課題や今後の改革の工程などを記した

●提言 令和８・９年度保険料率改定に当たって 
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「全世代型社会保障構築会議報告書」が令和４年１２月１６日に

とりまとめられた。 

この報告書を踏まえ、令和５年５月１９日に「全世代対応型の

持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を

改正する法律」が公布され、令和６年度から後期高齢者の一人当

たり保険料と現役世代一人当たり後期高齢者支援金の伸び率が同

じになるよう後期高齢者負担率の設定方法が見直されるととも

に、後期高齢者も出産育児一時金の費用の一部を負担する仕組み

が導入された。この後期高齢者の保険料負担に関する法改正は、

保険料率の上昇要因となり、令和６・７年度保険料率改定時の一

人当たり保険料額は、８５，８８８円と、令和４・５年度の７

９，７５６円と比べて８％近く上昇し、過去最大の引き上げ幅と

なった。 

その後、令和６年６月１２日に「子ども・子育て支援法等の一

部を改正する法律」が公布され、こどもや子育て世帯への支援を

充実するための財源として、従来の保険料と合わせて子ども・子

育て支援金を令和８年度から医療保険者が徴収することとなっ

た。 

また、令和６・７年度に激変緩和措置として必要な費用の２分

の１を負担するとされていた出産育児一時金の後期高齢者負担分
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も令和８年度からは本来の額となり、後期高齢者の保険料負担の

増加が見込まれている。 

さらに、国の推計では、今後数年間にわたり後期高齢者負担率

の大幅な上昇が見込まれることから、保険料率も大きく上昇する

こととなる。このため、国は都道府県に設置している財政安定化

基金の保有しておくべき残高の目安を初めて示し、その額を超え

る部分で保険料率上昇抑制のために基金を活用する、いわゆる特

例交付について都道府県及び広域連合あてに通知を行っている。 

広域連合では、これまでの医療費の動向や後期高齢者の保険料

負担に関する制度改正等を踏まえ、令和８・９年度の保険料率試

算を行った。その結果、特例交付を受けたとしても、一人当たり

の保険料額は前回改定時を上回る伸びを示し、過去最高の金額に

なることが見込まれている。 

一方、物価高騰など後期高齢者を取り巻く経済状況は依然とし

て厳しい状況にある。保険料負担の大幅な増加は極力避けるべき

であり、令和８・９年度の保険料率の改定に当たっては、財政安

定化基金や保険給付費支払基金（剰余金）を最大限活用すること

で、被保険者の保険料負担を抑制する必要がある。 

当懇話会は、主に保険料率改定に関する議論を行ったが、これ

以外にも後期高齢者医療制度の安定的かつ持続的な運営を維持す
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るための意見、制度改正の状況やその周知に関する意見、医療費

増加の抑制のためには病気の予防の観点が求められ、保健事業を

適切に実施することが重要であり提言に盛り込むべきとの意見な

どがあった。 

これまでの議論の内容を踏まえ、以下のとおり提言する。 

 

（１）保険給付費支払基金（剰余金）残高全額の１１０億円を保険

料率上昇抑制のために活用する。なお、安定的かつ持続的な制

度運営に努めるとともに、万が一、想定外の医療給付費の増加

や保険料の収納不足など財政リスクが生じた際は、速やかに

財政安定化基金を活用できるよう県と日頃から連携を密にと

るべきである。 

 

（２）財政安定化基金を保険料率上昇抑制のために積極的に活用

する。なお、国が示す基準を踏まえて保有すべき基金残高とし

て５７億円を確保しておくとともに、今後６年間の後期高齢

者負担率の伸びの見込みで按分した２３億円を活用すべきで

ある。 

 

（３）今回の保険料率改定に被保険者の納得が得られるよう、保険
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料負担に関する法改正や子ども・子育て支援金制度の導入な

どの趣旨や内容、意義などを、国や市町村と連携し丁寧に周知

する。 

 

（４）生活習慣病等の発症や重症化の予防、心身機能の低下防止の

ために、健康診査・歯科健診や被保険者に対する個別の訪問指

導などの保健事業は大変重要である。これらの取り組みは、健

康寿命の延伸とともに医療費の増加を抑制し、将来の保険料

率の上昇を抑えることにもつながるため、第３期高齢者保健

事業実施計画に基づき市町村と連携し、更に強力に推進する。 
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なお、保険料率改定に関する事項とは別に、追記として以下につ

いて言及させていただく。 

令和７年９月以降、国の社会保障審議会医療保険部会において

医療制度改革の議論が進められてきた。 

高額療養費制度については、一人当たり医療費の増加を踏まえ

令和８年８月から限度額が引き上げられ、令和９年８月以降は所

得区分が細分化されるとともに、さらに限度額が引き上げられる

見込みである。 

他方、持続可能な医療保険制度を構築するために必要な改革に

関する当部会の議論が、令和７年１２月２５日に「議論の整理」

として取りまとめられ、高齢者の医療費自己負担割合の在り方に

ついて、３割負担や２割負担の対象者の拡大や負担割合の区切り

となる年齢の引き上げなど引き続き検討すべきとされている。さ

らに、後期高齢者医療制度において、保険料率や窓口負担割合等

の決定に金融所得を勘案すべきであるとされた。 

令和８年８月からの高額療養費制度の見直しにより被保険者が

混乱することが懸念される。また、医療費自己負担割合の見直し

などが実際に実施された場合、被保険者の医療費の自己負担額や

保険料率改定に大きな影響を与えることから、制度見直しに当た

っては、被保険者から理解が得られるようにするとともに、急激
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な負担増は避ける必要がある。 

このため、全国協議会などを通じ、国に対して、高額療養費制

度の見直しについての丁寧な周知や、今後の制度見直しの際には

被保険者の現状を斟酌し、激変緩和措置や配慮措置を講ずるよう

要望すること。 

 

以上、併せて提言する。 
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令和７年度 埼玉県後期高齢者医療懇話会 委員名簿 

 

会 長  本多 麻夫 

副会長  大津 唯 

  （令和８年１月１６日現在） 

選出区分 氏名 所属等 

被保険者 

代表 

日名田 實 戸田市 

阿部 重則 秩父市 

大室 新一 川越市 

五十嵐 光一郎 さいたま市 

寺田 一夫 飯能市 

羽鳥 嗣郎 行田市 

保険医又は 

保険薬剤師 

代表 

廣澤 信作 一般社団法人埼玉県医師会副会長 

小川 俊夫 一般社団法人埼玉県歯科医師会副会長 

齊田 征弘 一般社団法人埼玉県薬剤師会副会長 

保険者代表 

増尾  猛 健康保険組合連合会埼玉連合会常任理事兼事務局長 

榎原 章統 全国健康保険協会埼玉支部支部長 

紺野 玄之 さいたま市福祉局生活福祉部国保年金課長 

有識者 

本多 麻夫 埼玉県保健医療部参事 

大津 唯 埼玉大学大学院人文社会科学研究科准教授 
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令和７年度 埼玉県後期高齢者医療懇話会 開催状況 

 

 

第１回 

 日時： 令和７年１１月１９日（水） 

場所： 浦和合同庁舎別館１階 Ａ会議室 

議題： （１）令和８・９年度保険料率改定について 

    （２）その他 

  

第２回 

 日時： 令和７年１２月１７日（水） 

場所： 浦和合同庁舎５階 第５会議室 

議題： （１）令和８・９年度保険料率改定について 

    （２）その他 

 

第３回 

 日時： 令和８年１月１６日（金） 

場所： 浦和合同庁舎別館１階 Ａ会議室 

議題： （１）令和８・９年度保険料率改定について 

    （２）その他 

 


